
日頃より、横浜子育てサポートシステムの活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

あんなに長く続いた猛暑もようやく終わり、やっとほっと一息つける季節になりましたね。 

これからは紅葉や秋の味覚も楽しみな季節です。お身体に気をつけて元気にお過ごしください。 

 

旭区支部では、利用会員からご依頼を受けた後、お子さんを預かってくださる提供会員に一人ずつ電話で相談し、 

調整のうえご紹介を行っています。ただし、預かっていただける提供会員が見つかった場合でも、事前打ち合わせの 

日程調整などに時間がかかることがあります。 

そのため、預かり内容が決まりましたらできるだけお早めにご依頼ください。 

（目安として活動日の 3 週間前、内容によってはご依頼の調整をさせていただきます。） 

 

ご依頼はお早めにお願いします 

Bann  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

提供・両方会員予定者研修会 報告 
 

令和７年８月 25日、旭区支部「ひなたぼっこ」にて予定者研修を開催しました。 

提供・両方会員を志す方々が参加し、横浜市における子育ての現状の講義や実技を交えた救命救急講習、また実

際に活動している提供会員さんから体験談を聞く機会もあり、参加者からは「とても参考になった」との声が寄せられ、

学びの深まる有意義な研修となりました。 

保育や援助活動の実際の講義にご協力いただいた提供会員さん、本当にありがとうございました。 

 

次回の研修は２月 24日（月）の開催となります。子育て支援活動にご興味のある方はぜひご参加ください。 

 

 

34号 
横浜子育てサポートシステム 旭区支部事務局 

      
発行日：2025年 10月 

会員交流会 キンパ作り 報告 

   

令和 7 年７月５日、二俣川地域ケアプラザにて提供・両方会員交流会を開催しました。 

前半のキンパ作りでは、具材の並べ方や巻き方のコツなどを学び、大好評だった手作りの 

チキンム（大根の甘酢漬け）と講師・板橋さんの楽しいトークと共に本場の味を楽しめました。 

 

後半の交流会では日頃の活動で工夫していることや、提供会員を増やすための 

アイディアなど活発な意見交換が行われ、和やかで笑顔あふれるひとときとなり、 

参加者からは「また開催してほしい」とのお声もいただきました。 

今回は区保健師、ケアプラザスタッフも参加してくださり、直接話す良い機会に 

なりました。 

     



 

 

 

 

 

 

 

（第１号様

式）（第 3 号様

式）が足りない場

合は旭区支部ま

でご連絡下さい。 

又、横浜子育

てサポートシステム

の HP→各種用

紙からも以下の様

 

Q:「子サポ de おためしあずかり券（無料クーポン）の使用期限

が過ぎてしまいました。 

A:お子さんの満 2歳誕生月の末日が使用期限です。 

期限が過ぎたクーポンは使用できません。 

例）2023 年 10 月 1日生まれ→2025 年 10 月 31 日まで 

ご依頼からコーディネートまでお時間をいただく場合もあります。 

クーポン期限に余裕をもってご依頼くださいますようお願いします。 

 

 

Q:活動が終了したら手続きが必要ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子育てサポートシステム専用電話】 045-442-3038  

【FAX】    045-442-3881 

【受付時間】 (火)～(土) 9：00～17：00  

【休館日】  日・月・祝日・年末年始 

 (月)祝日の場合(火)休館 

【住所】 〒241-0821  横浜市旭区二俣川1-67-4 
 

旭区役所（こども家庭支援課） 

 

旭区地域子育て支援拠点「ひなたぼっこ」 

 

（第１号様式）（第 3 号様式）が足りない場合は旭区支部までご連

絡下さい。 

又、横浜子育てサポートシステムの HP→各種用紙からも以下の様式がダ

ウンロードできます。 

 

★横浜子育てサポートシステム事業における援助活動給付金等支給

事業申請書兼実績報告書  

第１号様式 

★横浜子育てサポートシステム事業における援助活動給付金等支給

事業請求書  

第３号様式 

会員の皆様へのお願い 

 

横浜市より「活動時の個人情報の取り扱いにおけるお願い」が一部改訂され、 

「ベビーモニターについて」使用の注意が追記されましたのでご案内いたします。 

近年、赤ちゃんの安全確保や育児負担軽減を目的に、ベビーモニター（見守りカメラ）を導入する 

ご家庭が増えています。 

 

今後、旭区支部では、利用会員宅での預かり依頼時に「ベビーモニター使用の有無」を確認させて 

いただきます。安心・信頼できる活動の継続の為、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

横浜市の改訂により、以下の点にご留意いただくようお願いいたします。 

・画像の SNSへの公開や第三者への共有はお控えください。 

・事前打ち合わせで使用の有無を確認し、使用する場合は必ず提供会員の了承を得たうえで 

おこなってください。 

 

その他、改訂内容の詳細につきましては同封の「活動時の個人情報の取り扱いにおける 

お願い」をご確認ください。 

 

 

 
よくあるご質問 

A:個人情報取り扱いの観点から活動終了後は「依頼

終了」の手続きをお願いします。 

利用会員は、拠点システムのメニュー画面「援助依頼一

覧」から該当する依頼を開き、「依頼終了」ボタンを押し

てください。「依頼終了」を押すと、提供会員は拠点サイ

ト内での事前打ち合わせ票（個人情報）の閲覧が出

来なくなります。 

紙の事前打ち合わせ票は利用会員または区支部事務

局へ返却をお願いします。 

 ひなたぼっこ   は 

コチラから 

提供・両方会員交流会開催のお知らせ ～心と身体のリフレッシュ体操～ 

10 月 27 日（月）10：00～12：00  詳しくは同封のチラシをご覧ください。 

 


